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宍粟市風景ビジョンについて（協議事項） 

 

（１）今後の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宍粟市の風景と風景に関わる活動を地域内外に伝えるとともに、風景づくりへの取組が評価さ

れる仕組みとして、宍粟らしい風景を募集し広く情報発信することで、風景ビジョンの浸透を図

ります。 

○残したい風景、伝えたい風景を募集 

（心に残る宍粟の風景写真と写真に対する想い等コメントを募集する） 

【応募条件（募集する写真）】 

自然や産業、歴史や文化、祭りやイベントなど 

【募集方法】 

広報、しーたん放送、しそうチャンネル、庁内関係部署との連携（教育委員会等）など 

【情報発信の方法】 

市ホームページやＳＮＳでの発信、しそうチャンネルでの放映、市役所での展示など 

 

 

（２）意見をいただきたい内容 

①委員の皆様が想う「残したい風景、伝えたい風景」について 

②「残したい風景、伝えたい風景」の募集方法及び情報発信の仕方について 

  ※市民目線で見たときにこんな工夫をすれば応募が増えるのではないか、より効果的な情

報発信となるのではないか 

③風景ビジョン全体を通した今後の展開について 


